
素案（R01.10.23 現在）

第５章 計画の推進

１ 推進体制

本市における子ども・子育て支援や青少年健全育成は、様々な担い手によって支えられています。

町内会、子ども会、民生委員・児童委員、青少年指導員などの地域を基盤として活動する団体や組織、

社会福祉法人、学校法人等の公益法人、市民団体、ＮＰＯ、ボランティア、民間企業等により様々な

活動が展開され、行政との協働も積極的に推進されてきました。

この計画の分野は、福祉、保健、教育、労働、生活環境等多岐にわたっています。このため、

市民、関係者と連携しながら、地域社会全体の取り組みとして、総合的かつ効果的な推進を図り

ます。

また、学識経験者・公募委員等から構成される「石狩市子ども・子育て会議」において、進捗

状況の確認や対策検討、課題の検討等を進めていきます。

２ 進行管理

石狩市子ども・子育て会議において、進捗状況の管理及び評価を実施します。各年度に計画の進

捗状況を把握し、事業の充実や見直しについての協議を行い、本事業の効果的な進行管理に努めま

す。

【成果指標】
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